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第 101回 調達価格等算定委員会 

 

日時 令和７年１月 17日（金）９：00～11：03 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

○日暮課長 

 定刻になりましたので、ただいまから第 101回調達価格等算定委員会を開催します。 

 皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席、誠にありがとうございます。 

 オンライン開催に当たって、事務的留意点を２点申し上げます。 

 １点目、委員の先生方におかれましては、本委員会中ビデオをオフの状態としていただき、

またご発言のとき以外はマイクをミュートの状態にてお願いいたします。 

 ２点目、通信トラブルが生じた際には、事前にお伝えしております事務局メールアドレス、

または電話番号にご連絡ください。改善が見られない場合は電話にて音声をつながせてい

ただきます。 

 それでは、秋元委員長に以後の議事進行をお願いいたします。 

○秋元委員長 

 皆様、おはようございます。 

 それでは、早速ではございますが本日の議事に入りたいと思います。 

 まず、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 

○日暮課長 

 事務局です。 

 インターネット中継でご覧の皆様は、経産省ホームページにアップロードしております

ファイルをご覧ください。 

 配付資料一覧のとおり、議事次第、委員名簿、資料１、入札制・地域活用要件、資料２、

残る論点について、参考１としてバイオマス発電に関するＦＩＴ／ＦＩＰでの支援のあり

方（案）に対する意見書、参考資料２としてバイオマス持続可能性ＷＧからの報告をご用意

しております。 

○秋元委員長 

 ありがとうございます。 

 まず、議事の冒頭に参考資料２、バイオマス持続可能性ＷＧからの報告について、事務局

よりご報告をお願いいたします。 

○日暮課長 

 事務局です。 

 参考資料２をご覧ください。 
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 １ページ目のとおり、2019 年度以降バイオマス持続可能性ワーキンググループでは、燃

料の持続可能性、食料競合、ライフサイクルＧＨＧの論点について、この本委員会での議論

を踏まえた様々な技術的な観点、専門的な観点の検討をしてきております。 

 ２ページ目をご覧ください。本年度のバイオワーキンググループにおいても様々な検討

がされておりますが、特にＦＩＴ制度／ＦＩＰ制度との関係、赤囲みの点については調達価

格等算定委員会、本委員会への報告事項となってございます。 

 赤囲みの上の１点目、ＰＫＳのライフサイクルＧＨＧを確認できる第三者認証スキーム

として、一般社団法人農産資源認証協議会を第三者認証制度の追加としております。 

 詳細は６ページ目のとおり、赤囲みで囲んだところについて、第三者認証制度の追加とい

うことでございます。 

 また２ページ目にお戻りいただきまして、報告事項２点目になりますが、国内木質バイオ

マスの利用実態を適切に取組に反映していくため、輸送工程、加工工程に係るライフサイク

ルＧＨＧの規定値の追加・修正を行うこととしてございます。 

 詳細は８ページ目であります。少し技術的な観点になりますけれども、従前から行ってお

りますライフサイクルＧＨＧの取組、自主的取組に関して、既定値の計算における原単位の

設定、積載量の区分の追加、内航船区分の追加について、実態に合わせて技術的・専門的な

観点から諸元を修正をしてございます。 

 この点が２点、報告事項となります。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ご説明をいただきまして、ありがとうございました。 

 

２．入札制・地域活用要件について 

 

○秋元委員長 

 それでは、本日の議事に入ります。本日は前半と後半に分けて、入札制・地域活用要件と

残る論点について、それぞれご議論をいただく形で進めたいと思います。 

 それではまず、事務局から資料１に基づきご説明をお願いいたします。 

○日暮課長 

 事務局です。資料１、入札制・地域活用要件についてであります。 

 ２ページ目のとおり、入札制に関しましては記載のとおり５点論点がございます。その上

で地域活用要件、大きな二つ目の論点として記載をさせていただいてございます。 

 改めて資料の６ページ目から 10 ページにかけて、昨年 10 月にお示しした大きな論点の

中で、本日の関係部分を赤囲みで記載をしております。 

 具体的な論点に入りたいと思います。11ページ目です。 

 まず、この入札制に係る論点の中での事業用太陽光についてであります。 
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 12 ページ目をご覧ください。上限価格の事前公表の有無についてでありますけれども、

事業用太陽光については 2011年度より、他の事業者との競争を強く促していくという観点

から、上限価格を事前公表する形で入札を実施してきておりますが、引き続き事業者の参入

促進を促していく観点から、来年度も上限価格を事前公表することとしてはどうかと考え

てございます。 

 ２点目が入札対象範囲についてであります。大きな考え方として、入札対象範囲は可能な

限り拡大していくことが望ましいと考えておりますが、資本費に一定の 250ｋＷ以上／未満、

ここで一定の差異が見られるということも一方でございございます。 

 53ページ目に参考資料をつけておりますが、こうした入札準備に必要な経費、12ページ

目にお戻りいただいて、小規模案件ほど相対的に重い負担があるということも踏まえて、来

年度の入札対象範囲については、これまで同様原則 250ｋＷ以上ということとしてはどうか

と考えてございます。 

 地域と比較的共生のしやすい屋根置き設置区分については引き続きの導入を促進をして

いくという観点、今般早期の投資回収を可能とする初期投資支援スキームの検討を行って

きているという点、こうした状況の中で、来年度の事業用太陽光発電の入札制においても、

屋根設置区分に該当するものについては入札制の適用を免除することとしてはどうかとい

うことでございます。 

 続いて 16ページをお願いいたします。25年度の入札実施回数でありますが、案件形成の

促進、入札実務の観点から、今年度と同様に来年度の入札回数を年４回としてはどうかとし

てございます。 

 17ページ目です。続きまして募集容量についてであります。 

 昨年度は、昨年度の本委員会の審議時点で判明していた第３四半期までの３回分の落札

容量の平均値 93ＭＷを今年度の初回の募集容量としたということであります。昨年度と同

様の考え方を取るということもございますが、今年度、後半の入札に応札が集中するという

傾向も見られております。この点を踏まえて、来年度は昨年度第４回から今年度第３回まで

の応札量の平均を取ることで、過去１年間通年の平均値を参照すると 79ＭＷという状況で

ございます。 

 今年度の初回の募集容量 93ＭＷを据え置くという考え方もございますが、ＦＩＴ／ＦＩ

Ｐ制度外での事業実施が増えているという点を考慮して、引き続きの競争性ということを

確保していく観点から、前述、申し上げました平均値の 79ＭＷを採用することとしてはど

うかというふうに考えてございます。 

 ちなみに 19ページ目のとおり、事業者団体が公表している出荷統計によれば、2023年度

の太陽光パネルの国内出荷量は 5.8ＧＷということで、引き続き安定した出荷量が行われて

いるという状況も確認ができるということでございます。 

 20 ページ目をご覧ください。入札募集容量についてでありますけれども、来年度の２回

目以降について、これまでの考え方と同様のアプローチで、募集容量を機動的に見直すこと
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としてはどうかと考えております。競争性の確保と太陽光導入の加速化、これらを両立をし

ていきたいと考えてございます。 

 具体的には、入札容量が募集容量を上回った場合については、次回の募集容量を増加させ

る、入札容量が募集容量を下回った場合には、今回入札の入札容量とすると。ただし年度初

回入札の募集容量を下限値とするという考え方を取っていきたいと考えてございます。 

 続きまして 22ページ目です。入札上限価格についてでありますが、来年度の入札の上限

価格についても、今年度の同様の考え方に基づきまして、25 年度の事業用太陽光発電の調

達価格・基準価格 8.9 円というところから、26 年度の事業用太陽光発電の調達価格・基準

価格の間を刻む形で設定してはどうかと考えてございます。26 年度の事業用太陽光につき

ましては、昨年の本委員会においての諸元は議論をさせていただいておりますが、最終的に

は今年度の委員会の中で取りまとめをしていきたいと考えてございます。 

 28ページ目以降、陸上風力発電についてであります。 

 24 ページ目、入札対象範囲についてでありますけれども、引き続き陸上風力発電につい

て入札制の下で事業者間の競争によるコスト低減を促していくという観点から、25 年度の

入札対象について 50ｋＷ以上とすることとしてはどうかということであります。24年度の

入札対象から広く 50ｋＷ以上とするということとしたというところでありますけれども、

この点を 25年度以降についても維持をしていきたいと考えてございます。 

 上限価格の事前公表／非公表については、事業者の予見可能性の向上という観点から、ま

た事業者間の競争を促していくという観点から、引き続き事前公表としてはどうかと感じ

ております。 

 入札の実施回数・募集容量について、25ページ目であります。24年度入札制の募集容量

の設定については、エネルギーミックスの実現に向けた導入の加速化、そして競争の確保と

いうこの両方の観点から、23 年度同様の考え方に基づいて募集容量を設定してきたところ

であります。 

 25年度についてもこの考え方を引き継いでいきたいと考えておりますが、応札容量が 885

ＭＷと今年度の入札では１ＧＷを下回ったということを踏まえて、他の応札者との競争が

働くように、また応札容量が上回ることが想定されるような募集容量を設定することとし

てはどうかと考えてございます。 

 具体的には、下の表の中に整理をしておりますけれども、25 年度の初回入札の募集容量

を 0.9ＧＷとした上で、初回入札で入札容量が 1.2ＧＷを超える場合には、同年度内に追加

の入札を実施することとしてはどうかということでございます。 

 続きまして、28 ページ目以降、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）につい

てであります。 

 29 ページ目、上限価格の事前公表／非公表についてでありますが、これも昨年と同様の

考え方になりますが、来年度についても入札の事業者がいない年度も存在するという点な

ども踏まえて、入札による競争を促すために上限価格を意識した競争を確保していくとい
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う観点から、上限価格を事前公表とすることとしてはどうかと考えてございます。 

 募集容量については、複数事業者の入札参加がない可能性も考えられますが、これまで設

備容量 187ＭＷの認定案件ということもあることから、こうした案件と同程度の規模の案件

が落札できる可能性ということを確保していく観点から、190ＭＷを募集容量とするという

ことを引き続きしていくこととしてはどうかと考えてございます。 

 続きまして 32ページ目以降、バイオマス発電についてでございます。 

 33ページ目、2025年度の上限価格・募集容量についてであります。 

 昨年度の委員会では、25 年度のバイオマス発電の入札対象範囲について、十分なＦＩＴ

認定量があることや海外でより低コストで事業実施ができていることなど踏まえて、2018

から 2024年度と同様に、一般木質等（１万ｋＷ以上）及び液体燃料（全規模）を取りまと

めたところでございます。引き続き上限価格を意識した競争を促していく観点から、事前公

表としていくこととしてはどうかと考えてございます。 

 募集容量については 2024年度と同様の考え方で、基本となる募集量量を 30ＭＷとした上

で、大規模で効率的な案件が応札があった場合に、それが落札ができるように拡大する募集

容量の上限 110ＭＷを上限とする。すなわち 30ＭＷプラス 110ＭＷの上限、140ＭＷとして

はどうかと考えてございます。 

 この考え方は昨年の１月に議論をいただいておりますが、参考資料 34ページ目に添付を

してございます。 

 続きまして、25年度の点をご説明させていただきましたが、2026年度以降の入札制、新

規案件の取扱いについて、35ページ目に記載をしてございます。 

 昨年 10月の本委員会において、バイオマスの入札区分について、直近の応札がないとい

う状況が続いているということ、燃料の需給が逼迫をしている状況などを踏まえて、区分の

在り方についてＦＩＴ／ＦＩＰ制度での支援が適切なのかどうかという点を含めて議論を

すべきなど、ご意見をいただいているところでございます。 

 続いて 11月の委員会では、入札対象となっている一般木質等（１万ｋＷ以上）及びバイ

オマスの液体燃料（全規模）の 26年度以降の取扱いについて、事業者団体のヒアリングの

内容、バイオマスの第７回の入札の結果を踏まえて議論いただくこととしてございます。 

 その後の状況を整理しております。①から④でありますが、①バイオマス発電の特性とし

て、発電コストの大半を燃料費が占めるというコスト構造、将来的な自立化が見通しづらい

という状況にあるという点、また２点目でありますけれども、事業者のヒアリングにおいて

も入札区分である一般木質（大規模なもの）、液体燃料（全規模）については、国際市場の

需給や円安等の影響を強く受けるという性質があり、新規の案件形成が大きく進むとは考

えにくいというご説明もありました。 

 また③ですが、バイオマスの第７回入札においても引き続きの０件という状況が確認を

されております。 

 加えて、バイオマス発電は既に十分な認定量が存在をしていると。また諸外国では大規模
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なバイオマスを支援措置の対象としていない国も確認をされるという状況、またバイオマ

ス発電については、需給調整市場や容量市場を活用することで、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度によら

ず収益を上げるということが想定されている、期待されている電源でもあるという点であ

ります。 

 以上の点を踏まえて、現在入札区分となっております一般木質等（１万ｋＷ以上）及び液

体燃料（全規模）は、2026 年度以降ＦＩＴ／ＦＩＰ制度の支援の対象外とすることとして

はどうかと考えてございます。 

 ＦＩＴ／ＦＩＰ制度において、こうした大規模な発電区分について支援対象から対象外

とするという点について、初めてとしての審議事項となってございます。この点について委

員の皆様からご審議をいただければと考えてございます。 

 36ページ目です。2025年度以降の入札制についてですが、既存案件の取扱い、特にＦＩ

Ｔ／ＦＩＰ期間終了後の事業継続に関してであります。この点はこの本委員会の中でもご

議論いただいてございました。 

 ＦＩＴ／ＦＩＰ制度について、再エネの自立的な拡大を目指し、国民負担によりその導入

を支援をするということであります。そのため国民負担の下で導入された再エネ発電であ

るバイオマス発電が、支援期間終了後に火力発電へ展開することや、事業廃止に至ることを

抑止する必要があると考えてございます。このため、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度により支援を受け

たバイオマス発電について、ＦＩＴ／ＦＩＰ期間の終了後も定期報告・変更届出を通じて、

継続的にバイオマス発電の比率の把握を行うということとともに、ＦＩＴ／ＦＩＰ終了後

にバイオマス比率を一定以上低減させるような場合には、指導の対象とし、指導を行ったと

きにはその旨を公表することとしてはどうかと考えてございます。 

 他方、こうした指導などの措置についての実効性に限界があるというところにも課題が

ございます。バイオマス発電の事業の継続をより確実にするために、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度の

終了後のバイオマス発電／発電事業者に適用があり得る他の諸制度と連携をして、規制／

支援の両面から、こうした懸念への対応を検討していくこととしてはどうかと考えてござ

います。 

 続きまして、2025年度の入札実施スケジュールについてです。全体の整理は 42ページ目

に記載をしてございます。 

 太陽光発電の入札のスケジュール、そして陸上風力についての入札スケジュールでござ

います。陸上風力については、応札が大きく上回った場合には、追加の入札を予定している

というところでございます。 

 続きまして、大きな２点目の論点です。2025 年度以降の地域活用要件についてでありま

す。 

 44 ページ目です。ＦＩＴ制度、需要地に近接して柔軟に設置できる、災害時のレジリエ

ンス強化、エネルギーの地産地消に資するという再エネ電源特徴を生かし、地域の信頼を獲

得しながら導入拡大を図っていくという観点から、地域活用要件を設定をしております。こ
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うした地域活用要件、2025 年度以降についても引き続き維持をすることとしてはどうかと

考えてございます。 

 事業用太陽光発電について、10ｋＷから 50ｋＷ以上と。少なくとも 30％の自家消費等を

実施すること、災害時に自立運転を行い、給電用コンセントを一般の用に供することなど要

件を設定しているところでございます。 

 45 ページ目ですけれども、事業用太陽光発電の営農型については、一部特例を設けてお

ります。所定の条件を満たす営農型発電については、自家消費等を行わないものであったと

しても、災害時の活用を条件にＦＩＴ制度の対象としております。この適用を受けるために、

ＦＩＴ認定後３年以内に農地転用許可を得るということをＦＩＴ認定の際の条件としてお

りますが、ＦＩＴ認定後３年を経過してもなお農地の一時転用許可の提出がない案件が見

られていることから、厳格な対応を実施をしていくこととしております。 

 こうした中で、一番下のポツですが、2024 年８月にはＦＩＴ認定後３年を経過してもな

お農地転用許可の提出がない案件について、不適切な事由が確認された営農型太陽光発電

として、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度、交付金の一時停止措置を講じたところであります。 

 今後も随時農地転用許可が提出されていないものを含めて、関係法令に違反が確認され

たものについてＦＩＴ／ＦＩＰの一時交付金停止措置を含めた厳格な対応をしていきたい

と考えてございます。 

 また、地域活用要件についての２点目、48 ページ目です。災害時の活用要件であります

地震・台風・大雨、災害が激甚化・頻発化している中で、地域活用要件を具備した太陽光発

電が地域で適切に活用されていくということが重要だと考えてございます。特にこうした

発電設備が効果的に活用されていくためには、設置者と地域での防災を担う市町村が平時

から連携を図っていくことが必要ではないかと考えてございます。こうした点を踏まえて、

各市町村がその地域の実情に応じて防災の方針に各地域活用要件を具備した太陽光発電を

位置づけやすくするように、環境整備を行っていきたいと考えております。 

 具体的に３点、記載しております。国がＦＩＴ認定を行った際に、当該太陽光発電事業の

概要等について国から設置をする市町村に対して、プッシュ型でまずは情報提供を行うと

いうこととしてはどうかと考えております。 

 また市町村から事業者に対して、災害時活用に関する協力の依頼があった場合には、それ

に応じるよう努めるということを、ＦＩＴ制度の事業計画策定ガイドラインに明記をして

いきたいと考えてございます。そうしたことを通じて、事業者と自治体間の防災協定との締

結、発災を想定した訓練・シミュレーション等の実施などを促していきたいと考えてござい

ます。 

 また、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度に関する情報提供を目的としております毎年度開催の情報連

絡会において、国から自治体に対して、再エネ電源の災害時活用の先進事例、防災協定のひ

な形等の情報提供を行って好事例を横展開、これを促していきたいと考えてございます。 

 事務局からの説明、資料１は以上となります。 
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○秋元委員長 

 ご説明をいただきました。ありがとうございました。 

 それでは、事務局からのご説明を踏まえてご議論いただきたいというふうに思います。ご

意見、ご質問についてはいつもどおりではございますが、五十音順でお願いできないかとい

うふうに思います。 

 それでは安藤委員からお願いいたします。 

○日暮課長 

 すみません、事務局でございます。１点お詫びがございます。ホームページにおける資料

のアップロードが審議会の冒頭になされておりませんでした。大変申し訳ございません。現

在資料自身は、公表が既にされておりまして、現時点においては皆さんからホームページで

ご確認ができるという状況にございます。 

 審議の状況については、ＹｏｕＴｕｂｅで公開されておりますので、審議会としてはこれ

までの状況は公開がされているという状況でございます。 

 資料のアップロードが遅れました点、改めて事務局としておわびを申し上げます。したが

いまして、審議会の公表自身はなされておりますので、引き続きこの審議会は継続させてい

ただきたいというふうに考えております。資料のアップロードが遅れました点、申し訳ござ

いませんでした。 

○秋元委員長 

 それでは、引き続き審議を進めたいと思いますが、今事務局から資料１についてご説明を

いただいたところでございますが、これについて委員の皆様からご意見、ご質問をお受けし

たいと思います。先ほど途中まで申し上げましたが、五十音順でお願いできればと思います。

安藤委員からお願いいたします。 

○安藤委員 

 安藤です。よろしくお願いします。 

 まずは長い資料をご説明いただきありがとうございました。今回も基本的には例年どお

りの方針が維持されているということだと思います。というわけで、基本的にこのお示しい

ただいた内容について異論等ございません。 

 ２点だけ簡単なコメントがございます。 

 36 ページのところで、ＦＩＴ／ＦＩＰ期間が終わった後、バイオマス発電がバイオマス

の比率を下げる、この一定以上というのはどのぐらいの割合にするのかというところも重

要だと思うのですが、ここで書いてある指導の対象とし、指導を行ったときはその旨を公表

するというのが、それだけで適切な行動を促すインセンティブとして十分なのかというこ

とはやはり疑問には思います。 

 下の最後の四角のマークにもあるとおり、規制／支援的措置の両面からこうした懸念へ

の対応というような話がありますが、支援的措置といって、ある種意図に沿わないことをや

っている人をまたサポートするというのもどうかなという気もするので、実効性を持つ規
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制の方法について、また指導の方法についてよくよく検討することがこれから必要だと思

っています。 

 もう一点、44 ページ以降、地域活用要件の話がありまして、その災害時の話に関心があ

ります。48 ページのところで太陽光の地域活用として自治体とうまく連携をして、災害時

などに地域にとって有効活用するといった話があるわけですが、ここで具体例として下か

ら５行目ぐらいですか、開錠方法とか利用者の誘導方法など細かい話も書かれています。こ

こで地域によってどのくらいの人が住んでいるとか、どのくらい災害活用要件が課された

太陽光があるのかという地域の違いなどがありますので、一律のルールは定めることはで

きないにせよ、こういう形で災害時に使えるとなったら、周辺に住んでいる住民にとっても

自分たちにとってもメリットがあるものということで、太陽光発電が地域に受け入れやす

くなるんじゃないか。地域の理解にもつながるので、ぜひ適切な運用につながるように自治

体にも事業者にも頑張っていただきたいと感じました。 

 感想、コメントのみですが以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは続きまして、岩船委員、お願いできますか。 

○岩船委員 

 岩船です。ご説明ありがとうございました。 

 前半の入札のルールに関しては、これまでのことを踏まえて適切に設定されていると思

いますので、特段強い異存はございません。 

 ただＰＶの例えば募集量自体の管理みたいなところを、本当にそこまで厳密にしないと

いけないんだろうかというような気も少ししたという、それは印象なんですけども、皆さん

が何か一定のルールを決めて、こうして募集量も厳密に管理していきますということであ

れば、それはそれで特段異存はないと思いますが、ある程度ルール化しておくのがいいかな

と思いました。 

 私もあとは、最後は感想的な話になるんですけども、やはりバイオマスのＦＩＰ／ＦＩＴ

後の管理もありますし、今後いろんなものがＦＩＴ／ＦＩＰという飴との関係で何らか管

理ができていたところが、それがそこから外れる、もちろん太陽光等のＰＰＡもそうだと思

うんですけれども、そうなるとやはり管理していくということがなかなか難しくなってく

るなというのを基本的には感じております。 

 最後の災害時活用要件もそうなんですけれども、やっぱりこういうものをしっかり管理

していくスキームがこのＦＩＰ／ＦＩＴ等の枠を超えて必要になると思いますので、そこ

はなるべく早めにルールをつくっていただきたい。最終的には太陽光等であれば廃棄まで

含めて管理しなくてはいけなくなりますので、絶対必要だと思います。なので、重要なのは

ＰＰＡも含めてどこにあるのか。本当に住所とひもづいてるのか、何ｋＷなのか、どういう

管理がされているのか、誰が管理しているのかというようなところが外から見ても分かる
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ように。例えば自治体などがアクセスしやすくて、しかもそれ自体の情報の精度、確度が低

いというような話も聞いておりますので、これだけあちこちに分散された電源を管理して

いくというのは非常に大変な作業だと思いますので、やはりデジタルの力を借りて早めに

ここを整備するようなものをぜひつくっていただきたいなと思います。 

 そうすると、最後の災害時の活用要件で、各市町村が防災方針に組み込むというようなこ

ともありましたけれども、このままでは少し絵に描いた餅になってしまいそうだなという

気もします。自治体と国とそういうどこに使える電源があるのかというような情報がすぐ

に分かる仕組みというのがやっぱり重要だと思います。そのデータベースにアクセスすれ

ばマップ上でどこにある。なんとなれば情報を活用して自治体が住民にもアナウンスでき

るというようなものが望ましいと思います。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 続いて大石委員、お願いできますか。 

○大石委員 

 大石でございます。聞こえておりますか。 

○秋元委員長 

 はい、聞こえています。 

○大石委員 

 私も今回の事務局の案はおおむね賛成いたします。その中でも何点かコメントをさせて

いただければと思います。 

 まず入札に関して、これまでの流れに基づいてということでご提案いただいて、ほぼそれ

で異論はありませんが、25 ページのところ、別にこれに限ってということではないのです

が、ここに書いてある陸上風力について、四角の三つ目にもあるように、エネルギーミック

スの実現に向けて導入加速化にも配慮するということになりますと、募集容量それから入

札の回数というのが決め手になります。事務局のできる範囲というのもあると思うので今

以上を求めるのは難しいのかもしれませんが、容量を絞るというのであれば逆に回数を増

やすというような方向で、できるだけ再エネの割合が上がるような方向ということを今後

は考えていく必要があるのかなというふうに思いました。 

 国民の負担をできるだけ下げるという意味では、入札にして募集容量もある程度絞る必

要があるというのも分かりますが、全体として増やしていくということも考えていくと、そ

れは入札回数ということになってくるのかなというのを感じたという次第です。 

 それからバイオマスについて、35 ページのところでしたか、今後のバイオマスの入札区

分についてということで、一般木質１万ｋＷ以上について書かれていますけれども、諸外国

でもこういう大型の案件については、もう既に自立化をさせているという話も聞きますし、

日本の場合も今までの入札の案件がないということも考えれば、私はこの方向でいいと思
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います。 

 それから 36ページについて、これまでもほかの先生方からもお話がありましたけれども、

やはりＦＩＴ／ＦＩＰの支援を受けて再エネを増やすために増設されたバイオマスが化石

に行くということは、やはり国民にとっては望むべきことではありませんので、実質それを

どうやって防ぐかというのは、今までの先生のお話にもあったように難しいとは思うので

すけれども、少なくともこのＦＩＴ／ＦＩＰ制度に応募してバイオマスでと考える事業者

であれば、その辺り、国民の信頼をぜひ裏切らないように、国としても制度をもう少し精緻

に考える必要があるのではないかなと思いました。 

 それから最後、地域活用案件につきまして、44ページ、45ページに書いていただいてい

ますけれども、45 ページの営農型について、事業者さんによってはここに書かれているよ

うに農地の転用許可書の提出をしないなど、不適切な事業者さんや案件も見られるという

ことは事実なんですけれども、今後太陽光を増やしていく、加えてバイオマスも日本にとっ

ては大変重要な資源となるので、その両方を得ることができる営農型の太陽光については、

適切な事業者が増えるように指導しつつ、全体として増やしていくことも考える必要があ

るというふうに思っております。 

 それから 48ページの災害時の活用、これはやはりこれだけいろんなところで災害が増え

ていますので大変重要な要件になってくると思います。国から自治体に対して災害時活用

の先進事例を示すということが③番のところに書いてありますが、自治体もこういうこと

に携わる人材が大変不足していると思いますので、いかに具体例をきちんと自治体に届け

るかというのは、やはりいろんな工夫をする必要があるのかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは松村委員、お願いできますか。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○秋元委員長 

 はい、聞こえています。 

○松村委員 

 発言します。ほかの委員の方と同様に、今回の事務局の提案は全てもっともだと思います

ので、支持します。 

 その方向性に反していないと思いますが、２点発言させていただきます。 

 まず一般論として、入札対象にするかどうかの議論をするときに、入札対象から外すのは

それを優遇するためとの発想はやめるべきだと思います。特定のものを優遇するかどうか

とは全く別次元の問題だと思います。 

 例えば、しばしば小規模なものというのは外すことがあるわけですが、ではそれは小規模
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なものを優遇するために外しているわけではない。そちらまで対象にすると、様々なコスト

がかかる割に社会的利益が小さいとの判断でそうするのであって、仮に入札対象から外れ

たとしても、入札対象ではないが買取りの価格を中心とした条件というのをとても優遇す

ればもちろん優遇するということになるし、入札に参加するよりもむしろ厳しめに設定す

すればそれを抑制することになるわけで、優遇するか否かは、本来はそちらの条件の設定の

問題だと思っています。 

 優遇のために外すという発想は、健全な発想ではない。今後そのような議論があまり横行

しないように、入札を続けたとしてもある種優遇するやり方は十分あり得ると思いますの

で、その点はちゃんと考えるべきだと思います。 

 なぜこんなことを言っているのかというと、小規模なものが外れることになったときに、

低圧分割のような本来はむしろ抑制すべきものが、結果的に優遇されてしまう事態は望ま

しいことではなく、まずいことだと思います。そのようなことが決してないように、ほかの

文脈で低圧分割は問題であるということが議論されているのにもかかわらず、ここだけ結

果的に優遇することにならないように、十分に条件も一緒に考えるべきだと思いました。 

 次に、ずっと議論が続いているバイオのＦＩＴ買取期間、ＦＩＴ／ＦＩＰの期間が終わっ

た後の懸念に関して、まず化石に転換してしまうという懸念と退出してしまうという懸念

の両方があると思います。 

 まず、化石に関する転換に関しては、机上の空論を言うようですが、仮にバイオはやめる

けどグリーンアンモニア、グリーン水素などを燃やす火力に転換するのは、抑制する必要は

全くないと思います。バイオでなくても十分ゼロエミッション社会に貢献するようなもの

に転換するのはもちろん抑制されるものではない。もっとも、バイオのなぜ転換を危惧して

いるのかというと、燃料費が高いから。グリーンアンモニアやグリーン水素はもっと燃料費

が高い可能性があり、だから机上の空論を言っていることは十分分かっていますが、まずゼ

ロエミッションが本来の目的だということは忘れてはならないと思います。 

 化石に変わることを抑制することは、第一義的には十分な合理的なカーボンプライシン

グが入ることが基本だと思います。カーボンプライシングの議論が結局できたもの、もちろ

ん今議論が十分進んでいるということは理解していますが、結局できたものがしょぼいも

ので、これを抑制するのに十分な水準になっていないということなのに、公的な資金を投入

したものがこんなふうに変わるのはけしからんなどと主張することがあれば、それは国と

しての品格を疑われるのではないか。あるいは意志を疑われるのではないかと思います。 

 カーボンプライシングの議論がまず基軸だということは、この委員会で言うことではな

いのだけれど、しかしこの委員会に参加している人もそういう議論に参加している人がい

るわけですから、そこのところがいいかげんなものにならないようにというのがまず第一

義だということは、認識する必要があると思います。 

 次に、退出するというのを防ぐことに関しては、もちろん今回提案されたものは現行のル

ールの下で、やり得ることを精一杯考えていただいたということだと思います。それは当然
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支持しますが、第一義には十分稼げるようになるということだと思います。言及があるとお

り調整力市場や容量市場で十分な収益が得られて、燃料費が高いものであったとしても、あ

る種の価値を供給できるポテンシャルのあるバイオは十分生き残るというような、そうい

う設計をしていかなければいけない。その意味で、この委員会のマターではないことは十分

分かりますが、調整力市場や容量市場をどう改革していくのかというのが、最も重要な点な

んだと思います。 

 その上で、例えば調整力市場や容量市場にここから卒業したバイオが参加するためにど

ういう要件がハードルになるかというようなことがあれば、業界からも早い段階で広域機

関なりに要望というのが出てくることを期待しています。 

 容量市場に関しては、メインオークションなら４年前なので、あんまりのんびりしている

と出遅れると思います。 

 具体的に、例えば燃料制約などがバイオではとても起きやすいと思いますが、そういうも

のに対するペナルティーだとかに懸念があるとかということがもしあるのだとすれば、そ

れはかなり早い段階で繰り返し要望を出していただかないと、制度はなかなか変わらない

ので、業界のほうもそちらにも目を向けて、必要があれば声を上げていただければと思いま

した。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員長ですけども委員として秋元からも若干だけコメントさせていただきま

す。 

 私も今回の事務局の提案については基本的に賛成で、特に大きな異論はございません。 

 その上で、２点だけ少しコメントをしておきたいと思いますが、バイオマス関係で 35ペ

ージ目ですけども、以前も申し上げたかもしれませんが、個人的には必ずしも、ここで④と

して書かれていると思うんですけども、既に十分なＦＩＴ認定量が存在しているというと

ころに関しては、恐らく十分なという意味はエネミックスの目標値に達しているというこ

とだと理解していますが、必ずしもエネミックスはがちがちに目標を決めて、そこが満たさ

れれば全部がいいというものではないので、理由としてはあまりこれをサポートするもの

ではないかなというふうに思って、ちょっとコメントを読みました。 

 また諸外国の点も、これも以前申し上げたかもしれませんけども、それぞれ国によってバ

イオマスの利用可能性は違いますし、国によって日本の場合はいろいろ再エネ、そのほかも

含めてエネルギーを安価に入手する手段が少ないということもありますので、海外がやめ

たからといって日本が即やめる必要があるかというと、必ずしもそうでもないかなという

ふうに思いますので、結論としては今回ＦＩＴ／ＦＩＰから卒業するということに関して

全く異論はないんですけども、ちょっと④のところの前半部分の第１文に関しては、少しあ

まりこれを言う必要もないかなというふうに思って聞きました。 
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 それで、続いて 36 ページ目ですけども、こちらも議論が委員の中でもありましたけど、

若干懸念は、結論としてはいいんですけども、ここも①、②と書かれているところの②の部

分ですけども、指導の対象として指導を行ったときはその旨を公表するということなんで

すけども、おおむね別に大きな異論ではないんですけれども、ほかの電源との関係性でバイ

オマスをこの扱いにすることが適切なのか、さらに言うとＦＩＴ／ＦＩＰの制度をつくっ

たときにはそういうことは言っていなかったと思っていて、ここに来てこの対象とすると

いうこと、公表とするというところが適切なのかどうなのかというところに関して、若干の

懸念があるということでございます。 

 例えば、太陽光等でもまだ寿命があるけどもＦＩＴ期間が終了して撤退するということ

だって起きると思いますけども、そこに関して指導の対象ではないのに、ここがバイオマス

だけ指導の対象というのは若干フェアじゃない感じもしたんですけども、もし見解があれ

ばぜひ事務局からお話しいただきたいというふうに思います。 

 ただ、いずれにしてもほかの委員もおっしゃいましたけども、やっぱりインセンティブを

しっかり与えていって、退出しないとか、もしくはバイオマス混焼からほかに変わらないと

か、そういったインセンティブをしっかり考えていくということが重要で、ＦＩＴ／ＦＩＰ

の枠組みから外れるけども別のフレームの中で総合的にそちらに移行しないようにしてい

くということがとても重要だと思いますので、総合的に政策をぜひお考えいただければと

いうふうに思いました。 

 以上です。 

 それでは、委員からあまり異論はなかったと思いますが、若干コメント等もございました

ので、事務局からこれまでの委員からの質問、意見について、ご回答あればお願いしたいと

思います。 

○日暮課長 

 事務局です。 

 コメント、ご意見、ありがとうございました。 

 入札に関して何点かいただいております。まず大石委員から、陸上風力についての入札回

数についてご意見をいただきました。陸上風力について、もちろんエネルギーミックスを踏

まえながら引き続き大きく伸ばしていくという観点、そして価格の競争を促していく観点、

この二つを踏まえながら入札回数、募集容量ということは最適な水準ということを常に目

指していきたいと考えております。 

 足元の状況を踏まえますと、入札を１回としながら募集が多かった場合に、さらに追加の

入札を行うということが適当なバランスではないかというふうに考えておりますが、引き

続きこれを大きく伸ばしていくという観点から、入札の応札容量の動向やまた様々な事業

者の意見も踏まえながら、今後動向をよく見ながら必要に応じて見直しも考えていきたい

と考えております。 

 松村委員から、この入札の対象とするか否か、小規模について入札の対象外としている部
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分について、優遇しているわけではないということについてコメントをいただきました。基

本的な考え方はご指摘のとおりだというふうに受け止めてございます。今後、資料の作り方

などについてそうした誤解などが生じないように、事務局としても踏まえて対応していき

たいと考えております。 

 低圧分割を促していくというようなことは、入札制を通じて意図するところでは全くご

ざいません。低圧小規模なものについても実態を踏まえてコスト効率的な実施を促してい

くということについては、引き続き進めていきたいと考えてございます。 

 また、バイオマスについてコメントをいただきました。特にＦＩＴ／ＦＩＰの終了後の取

扱いについて、ご意見を皆様からいただいてございます。 

 安藤委員から、ＦＩＴ／ＦＩＰ終了後にバイオマス比率を減少させた場合について、どの

程度がこのバイオマス比率の減少ということになるのかというお尋ねがございました。事

業の規模、状況に応じて個別判断を慎重にしていきたいと考えておりますが、現在バイオマ

ス比率を 40％以上減少させた場合には、ＦＩＴ／ＦＩＰの価格の変更事由ということとし

ております。こうした今の取扱いや引き続きの状況を踏まえながら、整理、最終的な判断を

していきたいと考えてございます。 

 また、ＦＩＴ／ＦＩＰにおける指導等の措置のみならず、実効性を踏まえた対応をしてい

くべきではないかという点は皆様からいただきました。そのとおりだというふうに考えて

おります。今後、検討を進めていきたいと考えております。 

 松村委員からあったカーボンプライシングが基軸となることになるのではないかという

点、ご指摘はそのとおりだと考えております。関係部局や他の審議会とも連携をすることと

なりますが、カーボンプライシングが実効性を持っていくという制度設計を本委員会とし

ても引き続きフォローしていきたいと考えてございます。 

 また、調整力や容量市場という制度設計との連携についてもご指摘いただきました。 

 また、早い段階で様々な整理検討、そして他の委員会などへの意見の提出などの重要性に

ついてのご指摘をいただきました。この点をまさに踏まえて、対応していきたいと考えてご

ざいます。 

 今般、バイオマスの買取りについての支援の対象外とする一般木質等の１万ｋＷ以上及

び液体燃料についてのリーズニングについて、秋元委員からご指摘をいただきました。引き

続きエネルギーミックスとの関係のみを今回支援の対象外とすることについてのことでは

ございません。④についてコメントいただきましたので、踏まえて整理をしていきたいと考

えております。 

 バイオマスについて買取り終了後について、指導の対象とするということについての考

え方をご質問いただきました。ＦＩＴ／ＦＩＰの支援対象となった設備を維持しながらバ

イオマスでなくなるという点に着目をするということが、事業を終了させるということと

は異なった点だというふうに考えておりまして、この点は指導の対象とするということを

検討していきたいと考えております。 
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 他の電源とのバランスという点をご指定いただきました。また個別の事業の規模、状況に

応じて行政上の対応ということで、慎重な判断も必要だという点も考えております。個別の

判断をしておりますけれども、他の電源とのバランスや個別の電源についても慎重な対応

をしながら判断をしていくという点、改めて申し上げたいと考えてございます。 

 最後に地域活用要件について、個別に各皆さんからご意見をいただきました。実効性のあ

る地域に活用される、災害時に活用される電源とするために、どのような取組が必要かとい

う観点から今回ご提案させていただいておりますが、緊急時にここに電源があるというこ

とだけではなくて、平時から緊急時に備えて、地域の自治体の皆様が活用し得るということ

の準備を促していくということが、緊急時に活用される電源として非常に大事だというふ

うに考えてございます。ただ、実態は各地域ごとに様々であるというふうに考えております

ので、自治体の取組をＦＩＴ／ＦＩＰの制度の中でサポートをしていくということを今回

の考え方としております。 

 引き続きこの点は、災害の対応に終わりがないということでありますので、自治体のニー

ズ、自治体との連携の状況を踏まえながら、状況をフォローしながら、非常時に活用される

電源となるように改善を続けていきたいと考えてございます。 

 また、岩船委員からＦＩＴ／ＦＩＰ以外の電源についての管理についてもご指摘いただ

きました。別の委員会になりますけれども、ＦＩＴ／ＦＩＰの対象外も含めて適切な解体・

撤去、そしてリサイクルまでを含めた全ての電源を把握をしながら対応していくという制

度の検討も行われております。 

 こうした制度も含めて、ＦＩＴ／ＦＩＰ外の電源についての規律ということについても、

進めていきたいと考えてございます。 

 また、大石委員から営農型についてご指摘いただきました。再エネを大きく伸ばしていく

という観点から、営農型について非常によいものについては進めて横展開をしていくと。一

方で十分な営農がなされていないもの、また関係法令が適切に守られていないものについ

ては厳格に対応していくという２面を、両方を進めていきたいと考えております。 

 再エネを伸ばしていくという観点から、営農型は非常に大きなポテンシャルを持つ電源

だと考えております。地域と共生した営農型、いいものを大きく支援をしながら横展開、こ

れについては別途進めていきたいと考えてございます。 

 事務局からは以上です。 

○秋元委員長 

 ご回答いただきましてありがとうございます。 

 それでは、追加で委員から、今のご説明に関して等含めて、もう一度ご発言されたい方が

いらっしゃいましたらお願いします。お声を上げていただければと思いますが、よろしゅう

ございますか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 次の議題に移る前に、ちょっと今の議題について少しまとめをしておきたいというふう
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に思います。 

 入札制・地域活用要件ということでございますが、まず来年度の事業用太陽光発電の入札

制度に関しては、今年度と同様に上限価格は事前公表、そして原則 250ｋＷ以上を入札対象

とすると。そして屋根設置区分に該当する案件についてのみ、入札制の適用を免除するとい

うこと、そして実施回数は４回、そして募集容量については昨年度の第４回及び今年度３回

の計４回分の通年の入札結果を踏まえて初回を 79ＭＷとしつつ、各回の直前の入札容量を

踏まえて募集容量を機動的に見直すという方針が事務局より示されたわけでございますが、

これに対して委員から異論がなかったというふうに理解しております。 

 続きまして、来年度の陸上風力発電の入札制度でございますけれども、競争性確保の観点

から、直近の年間認定量等を踏まえて 0.9ＧＷを初回入札の募集容量とした上で、1.2ＧＷ

を超える入札参加があった場合には、年度内に追加の入札を行うという方針が示されまし

たが、こちらについても異論がなかったというふうに理解しております。 

 バイオマス発電の入札に関しては、来年度は今年度と同様の方式で実施ということ、ただ

し 2026年度以降の一般木質等（１万ｋＷ以上）及び液体燃料（全規模）の新規案件につい

ては発電コストに占める燃料費の割合が大きい中、国際市場の需給や円安等の影響を強く

受ける性質があり、自立化や新規の案件形成が大きく進むことは考えにくいこと、またその

ほかもろもろの理由を踏まえてＦＩＴ／ＦＩＰ制度の支援の対象外とするということ、そ

して既存案件についてはＦＩＴ／ＦＩＰ期間終了後の事業継続を促すため、バイオマス比

率の把握や指導、そして他制度との連携を行っていくということで、この方針に関して異論

がなかったということだと理解しております。 

 そのほか、再エネ海域利用法適用外の着床式洋上風力は、本年度と同様の設計にすること

についても異論がなかったというふうに思います。 

 続きまして地域活用要件についてですけども、太陽光発電設備の設置者と地域での防災

を担う市町村の連携を強化する観点から、一つ目、国がＦＩＴ認定を行った際市町村に対し

てプッシュ型で情報提供を行うこと。二つ目、市町村から事業者に対する災害等の協力依頼

に応じるよう努めることなどを、事業計画策定ガイドラインに明記すること。そして三つ目、

国から自治体に対して災害時活用の先進事例等の横展開を進めることについても、おおむ

ね異論がなかったというふうに理解しております。 

 以上サマリーでございますが、もしご異論等ございましたらお願いいたします。よろしゅ

うございますか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 

３．残る論点について 

 

○秋元委員長 

 続いて、後半の議題に移りたいと思います。残る論点についてご議論をいただきたいと思
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いますので、事務局から資料２についてご説明をお願いいたします。 

○日暮課長 

 事務局です。 

 資料２、残る論点についてです。 

 ２ページ目のとおり、ご議論いただきたい点、（１）から（６）、６点ございます。それぞ

れご説明申し上げます。 

 ４ページ目、2026 年度の事業用太陽光発電の解体等積立基準額についてであります。引

き続き解体等費用を適切に積み立てていくということから、事業用太陽光発電の 2026年度

の認定の解体等積立基準については、2025 年度と同様の設定方法に基づき、設定すること

としてはどうかと。また特段の事情変更がない限り、今後も同様の設定方法に基づき設定す

ることとしてはどうかということであります。 

 具体的には５ページ目のとおり、これまでと同様に赤囲みのとおり、26 年度以降設定し

ていくこととしてはどうかという提案で考えてございます。 

 また４ページ目に戻っていただいて、一番下の米印になりますが、関係審議会において陸

上風力発電、再エネ海域利用法の適用外の洋上風力発電について、原則ＦＩＴ／ＦＩＰ制度

における廃棄等積立制度の対象とすることが適当という議論が関係審議会においてなされ

ております。 

 大量導入小委員会において今後検討を深めることとされておりますが、こうした検討を

踏まえ、来年度の本委員会において具体的な議論を行うこととしてはどうかと考えてござ

います。 

 ６ページ目以降、バランシングコストについてでございます。７ページ目になりますけれ

ども、2022 年に開始したＦＩＰ制度について、再エネ電源の早期自立化に向けた電力市場

統合を促す観点から、本委員会においてＦＩＰのみ認められる対象の拡大についてご議論

をいただいてきております。加えて昨年の大量導入小委員会においてＦＩＴ電源、ＦＩＰ電

源の需給バランスへの貢献を踏まえた電源間の公平性を確保する観点から、優先給電ルー

ルにおける出力制御の順番をＦＩＴ電源、そしてＦＩＰ電源の順とするという措置を講じ

ることとしてございます。 

 こうしたＦＩＰ制度を引き続き大きく推進していくという観点から、三つ目のポツの①

から⑤のとおり政府として実施する事業環境整備について、再エネ主力電源化アクション

プランとしてまとめてございます。こうした様々な支援、推進の中で供給シフトのさらなる

円滑化ということで、バランシングコストの増額等について、検討を進めていくということ

としておりまして、このバランシングコストの増額措置についての対象期間、交付額等の詳

細設計について、本委員会においてご審議いただきたいと考えてございます。 

 参考になりますけれども、11 ページ目のとおり、様々な取組も通じましてＦＩＰ制度の

活用状況でありますけれども、2024年 12月末時点で新規認定・移行認定を合わせて 3,127

ＭＷ、2023年 10月時点の認定量から容量は 2.8倍、件数は 4.8倍となってございます。引
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き続きこれを大きく伸ばしていきたいと考えてございございます。 

 そして 13ページ目、現行でもＦＩＰ制度のバランシングコストについて、発電計画の作

成などに技術やノウハウの蓄積が必要となるという点を踏まえて、ＦＩＰ制度開始時期の

現段階において、バランシングコストとして上乗せの措置を行っているということでござ

います。 

 14 ページ目です。今般ＦＩＰ制度をさらに進めていくという観点から、環境整備として

バランシングコストの増額を検討するということに際して、関係審議会でご指摘をいただ

いております。国民負担の抑制を前提として費用効果的なインセンティブの設計をすべき、

時限的な誘導措置とすべきではないかという点など、ご指摘をいただいているというとこ

ろでございます。 

 こうした中で、2025年度以降のバランシングコストについての案を 15ページ目をお示し

しております。バランシングコスト、ＦＩＰ電源に対して発電計画の策定、発電量、市場価

格、気象の予測等の対応に要する費用に充てるために、現在交付がされているという状況が

ございます。 

 今般、ＦＩＴ電源とＦＩＰ電源の電源の性質、電源間の公平性の確保という観点から、出

力制御順の変更を措置をいたしますが、再エネ電源の電力市場への統合を進めていくため

には発電計画の策定などだけではなくて、電力市場価格の低い時間帯から高い時間帯への

供給シフトを含めて、より高度な取組が円滑に実施されるように、環境整備を行っていく必

要があるというふうに考えてございます。 

 こうした目的を踏まえて、今回のバランシングコストの増額を講じていくということと

してはどうかと考えてございます。 

 なお、こうしたバランシングコストについて、ＦＩＴ電源には交付されないということで

ありますので、結果的にＦＩＰ制度の活用を促進するという効果、そして結果としてＦＩＴ

電源への支援をＦＩＰ電源への支援にリバランスするという効果もあると考えてございま

す。 

 一方で、国民負担の抑制という観点、再エネ導入に当たっての統合コストを最小化してい

くという観点から、引き続き事業者がバランシングコストを低減させていくインセンティ

ブを持たせることも重要だと考えております。 

 このため、年度を経るにつれて交付額が減少していくという仕組みは維持しつつ、2025年

度以降の対象期間、交付額について、下のとおり措置をしてはどうかと考えてございます。 

 24 年度のバランシングコストの見直し措置と同様に、対象については供給シフトの円滑

化に向けて特に重点的な事業環境整備が必要となる太陽光、風力、自然変動電源を対象とす

ることとしてはどうかと。ＦＩＰ電源として運転開始年度について 2025年度以降のものに

対象を限定という考え方もあり得ますが、既に先行的にＦＩＰ認定を受けた事業との公平

性、この点に配慮いたしまして、ＦＩＰ電源として運転開始年度問わずに対象とすることと

してはどうかと考えてございます。 
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 16ページ目、措置の期間／交付額でございます。措置期間はＦＩＰ比率が 25％に達した

年度までとすることとしてはどうかと。その上で交付額について、年度を経るにつれて交付

額が減少していくということとしつつ、今般の出力制御順の変更により結果的に生じる国

民負担の抑制効果の範囲内において、設定することとしてはどうかということであります。 

したがって、国民負担の抑制の効果全てを活用するということではなくて、限定的に活用す

るということとしてはどうかということであります。 

 具体的には、一定の仮定の下での機械的な計算では、出力制御順の変更による国民負担抑

制額は約 19億円、バランシングコスト単価に換算すると 1.3円／ｋＷｈ程度に相当するこ

ととなりますが、この範囲で設定するという観点から、25 年度のバランシングコストの増

加額をプラス 1.00円／ｋＷｈとしてはどうかということでございます。 

 26 年度以降の増加分の単価については、ＦＩＰ対象電源の量によって国民負担の抑制効

果となる単価水準が変わり得るということから、来年度以降に算定することとしてはどう

かと考えてございます。 

 米印に記載をしております。出力制御事案の変更により結果的に生じる国民負担の抑制

額の範囲内において設定するという考え方は維持をいたしますが、必ずしも小数点第一位

を切り捨てるという考え方によらず、その時点での状況を見極めつつ本委員会で議論をし

ながら設定をしていきたいと考えてございます。出力制御順の変更による国民負担の抑制

効果について、模式的に 17ページ目に整理をしておりますので、参考まで資料を添付して

いるというところでございます。 

 続いて 21ページ目以降、三つ目の論点ですが、ＦＩＰ制度のみ認められる対象について、

太陽光とバイオマスについてご審議いただければと思います。 

 最初に太陽光についてでございます。これまで本委員会において、順次ＦＩＰのみ認めら

れる対象についての拡大を行ってまいりました。この対象を 50ｋＷ以上に拡大をするか

250kW以上のまま据え置くことになるかについて、かねてからご審議をいただいておりまし

て、ＦＩＰ認定の状況やアグリゲーターの動向等も勘案しながら、改めて検討するというこ

ととされてきてございます。 

 現時点では太陽光について、ＦＩＰ新規認定・移行認定に関する一定の進捗は確認をされ

ておりまして、50ｋＷ以上 250ｋＷ未満の区分においてもＦＩＰの新規認定・移行認定は出

力・件数共に拡大をしてきております。 

 またアグリゲーターにヒアリングを実施したところ、50ｋＷから 250ｋＷ未満の電源規模

において、既に契約実績が存在すると回答した事業者が複数存在してございます。 

 こうした点を踏まえまして、2025 年度のＦＩＰ制度のみ認められる対象について、50ｋ

Ｗ以上に拡大するということも考えられますが、2025 年度、３か月後に迫ってきておりま

すが、事業者の予見可能性という点にも一定の配慮をいたしまして、2025年度は 250ｋＷ以

上とし、2026年度からＦＩＰ制度のみ認められる対象を 50ｋＷ以上とすることとしてはど

うかと考えてございます。 
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 25 ページ目、バイオマス発電についてでございます。バイオマスについても順次、ＦＩ

Ｐ制度のみ認められる対象についての拡大を本委員会において議論いただいてきました。

二つ目のポツになりますけれども、50ｋＷ以上から 1,000ｋＷ未満の発電区分について、卸

売電力取引市場の最小取引単位を安定的に超過する発電量を実現できるか否かに着目をし、

分析を行ってまいりました。ごみ処理焼却施設の併設バイオマス発電については、１年を通

じた全ての月で最小単位を超えて安定的に発電できる設備が多数存在しているという点を

踏まえて、ＦＩＴ制度から中長期的な自立化を促すという観点から、2026 年度の新規認定

においてＦＩＴ制度のみ認められるバイオマス発電の対象として、50ｋＷ以上を基本とす

ることとし、業界の足元の状況を踏まえることとしてございます。 

 業界へのヒアリングということを実施したところ、ＦＩＰ電源として事業実施に向けた

施設計画などのために一定の期間を要するという意見があったことを踏まえて１年間の猶

予期間を設けることとし、2027 年度の新規認定分からＦＩＰ制度のみ認められるバイオマ

ス発電の対象について、50ｋＷ以上とすることとしてはどうかと考えてございます。 

 ただし、ごみ処理焼却施設などの使用する燃料、事業者がコントロールすることが困難な

事業については、事業実態を踏まえてＦＩＰ制度のみ認められるバイオマス発電の対象に

ついて 2,000ｋＷ以上を維持するということとしたいと考えてございます。 

 バイオマス発電業界の団体のヒアリングの結果について、記載を 26ページ目にしてござ

います。 

 バイオマス発電事業者協会、日本木質バイオマスエネルギー協会については特段の意見

がなし、日本有機資源協会については配付資料にもお配りをしておりますけれども、切替え

の時期については準備期間を要するなどから、2026年度ではなく 2027年度以降に設定すべ

きではないかというご意見をいただいてございます。 

 バイオマスについては、ごみ処理施設に併設される設備を除くバイオマス発電について

は 2027年度の新規認定分からＦＩＰ制度のみ認められるバイオマス発電の対象について 50

ｋＷ以上とし、ごみ処理焼却施設などについては 2,000ｋＷ以上を維持するということとし

てはどうかという点でございます。 

 続きまして、29 ページ目です。価格調整スキームにおいて考慮する物価上昇率の上限に

ついてであります。 

 30 ページ目です。この委員会において、洋上風力への大規模な投資を要する洋上風力の

事業のリスクを軽減をし、事業を完遂させるという観点から、価格調整スキームについて議

論をしてきてございます。価格調整スキームにおいて考慮する物価変動率について、この委

員会においてご議論いただきました。 

 31 ページ目になります。この委員会において、価格調整スキームにおいて考慮する物価

調整率の上限について、一律に上限 40％を適用することについて、全ての委員の皆様より

調整前の価格が高い場合、過大な国民負担が生じるおそれがあるため、40％という割合だけ

ではなくて調整後の価格の水準と絶対値を踏まえた設定が必要であるという点のご指摘を
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いただきました。著しい物価変動が生じた場合に、国民負担を基にした支援、事業実施の要

否を再検討する必要があり、案件ごとに支援方法の適切性を慎重に判断すべきという点も

ご指摘いただきました。 

 以上を踏まえまして、公募のたびに本委員会において上限価格と併せて価格調整の上限

の水準についてもご審議いただきたいというふうに考えておりまして、こうした点を公募

占用指針に明記をすることとしてはどうかと考えてございます。 

 したがいまして、32ページ目になります。11月の委員会においてお示しをした資料につ

いて、赤字の点を追記をしてございます。資料の制度の全体の中で 40％の価格調整の上限

値に関して、他電源のコスト水準も勘案しながら上限価格と併せて調整の上限の水準につ

いて審議をすることとし、上限が 40％に設定すると過度な国民負担が生じると判断される

場合には 40％未満の水準を採用すると。そうした点、公募占用指針に明記することとして

はどうかということであります。 

 33ページ目以降、地熱発電のＩＲＲについてであります。 

 34 ページ目です。地熱発電について、その導入を加速させていくという観点、開発リス

ク／開発コストに関する官民の役割・リスク分担について、関係審議会での議論を注視し、

適切な水準についてこのＩＲＲを検討していくということとしてございます。 

 他の審議会、資源燃料分科会において、地熱開発加速化パッケージ、地熱フロンティアプ

ロジェクトとして、ＪＯＧＭＥＣの先導的資源量調査の実施・拡大を通じて国が初期段階の

開発リスクを負うということ、経済産業省が主導で関係省庁、自治体との調整を行うという

ことで、許認可、地元関係者との合意形成プロセスの円滑化・迅速化を図っていくこと、こ

うした案件の他案件への横展開、地熱開発の加速化につなげていくという方向性が示され

ているということでございます。 

 こうした点を実施していくことによって、具体的にどの程度のリスクが軽減をするのか、

それを踏まえた具体的なＩＲＲを設定していくのかということが、今後検討していく必要

がございますが、こうした開発リスクの程度など調達価格／基準価格の検討に資する情報

の収集を要請をしていきたいと考えてございます。 

 こうした点、今般 12月、昨年 12月に示されたエネルギー基本計画の原案においても、地

熱発電について、2040 年に向けて地熱発電の導入を加速させていくための具体的な計画、

目標等を策定するということとされておりますが、こうした計画、目標等の検討と併せて今

申し上げました点、情報の収集を行っていきたいと考えてございます。 

 続きまして６点目になりますが、38 ページ目以降初期投資支援スキームについてでござ

います。 

 39 ページ目ですが、適用開始時期に関する法制上の整理について、お諮りしたいと考え

てございます。迅速に屋根設置の太陽光の促進を図るという観点から、認定時期を遅らせる

というインセンティブが働かないようにするために、2025 年度の価格を改めて設定すると

いうことが考えられますが、既に設定されている調達価格等との関係が論点となります。こ
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の点、①から④のとおり整理をしていきたいと考えてございます。 

 再エネ特措法上、原則年度ごとに経産大臣が価格については定めて告示をしなければな

らないというふうにされてございますが、この再エネ特措法上の条項のただし書において、

必要があると認められるときは半期ごとに当該半期の開始前に調達価格等を定めることが

できるとされてございます。 

 これは、国会審議等を踏まえますと、年度当初に想定していなかった急激な状況の変化が

生じた場合に、年度の途中で価格を改めて設定ができる旨を定めた規定であるというふう

に解釈がされてございます。 

 ２点目でございます。また、再エネ特措法上必要があると認められるときは、複数年度の

価格設定ができるとされておりますが、こうしたこれらの規定にも複数年度価格設定を行

った場合についても、今後ＦＩＴ／ＦＩＰ認定する案件の調達価格／基準価格等を改めて

設定することができるという点は解釈がされてございます。こうした考え方に基づいて、適

用を厳格に解していくということが必要でございますが、今般の初期投資スキームについ

て、屋根設置太陽光の導入拡大を目的とした措置、投資回収が早期化されることにより、事

業者にとっては投資促進の効果があるということ、25 年度の価格を再設定しない場合に認

定を遅らせるという事態が発生するおそれがあることなどを踏まえまして、25 年度の価格

を改めて設定することが妥当ではないかと考えてございます。 

 ただし、事業者の皆様の中には、既に設定された 25年度の価格を踏まえて、それを前提

とした事業組成を始められていらっしゃる方がいるということも想定されております。屋

根設置型太陽光は他電源と比べて相対的にリードタイムの短い電源でございますが、事業

の予見可能性を確保するという観点から、屋根設置太陽光区分を創設した際の前例も踏ま

えまして、初期投資スキームの適用開始時期については、2025年度の 10月からとしてはど

うかと考えてございます。 

 同年の４月から９月については、経過措置的に既に設定した 2025年度の価格を維持とす

るということとしてはどうかと考えてございます。 

 あと米印、一番下の欄に記載をしてございますが、初期投資スキームの適用対象として認

定を受けた後、運転開始期間を超過した場合には、現行制度と同様に調達期間／交付期間か

ら超過期間分を短縮するということとしてはどうかということです。その際、初期投資期間、

高い価格で支援を受ける期間から先に、調達期間／交付期間を短縮するということとして

はどうかと考えてございます。 

 以上６点、残る論点としてご説明させていただきました。ご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 事務局からの説明は以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局からのご説明を踏まえてご議論をいただきたく存じます。先ほどと同様
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でございますが、五十音順で指名させていただければと思います。 

 すみません、いつも申し訳ございませんが、安藤委員、お願いできますか。 

○安藤委員 

 安藤です。よろしくお願いします。 

 まず結論について、異論はございません。よって三つだけ細かいコメントをします。 

 まず 31 ページから 32 ページまで、価格調整スキームについて絶対値をきちんと見てい

こうということについては、これまで提示された懸念に対応していただきありがたいと思

っています。 

 また 39ページ目、初期投資支援スキームについて、2026年からにすると、ではそれまで

待ったほうが得なんじゃないかということで、先送りの懸念がこれまで提示された。このこ

とについてもご対応いただき感謝しています。 

 １点だけ意見として申し上げたいのが、15ページのところで、バランシングコストの件、

一番最後の四角のところで、既に先行的にＦＩＰ認定を受けた事業との公平性に配慮し、運

転開始年度を問わず対象とするということで、公平性という考え方も十分考えられるんで

すが、先に早くＦＩＰにちゃんと切り替えたというものがお金がもらえないといった事例

があったりすると、早めに切り替えるんじゃなくて待ったほうが得になる、後でインセンテ

ィブがついてから動いたほうが得なんではないかとなりかねないわけです。そうではなく

早く行動したとしても、後からもらえるようになるものはちゃんともらえるということで、

安心して早く行動できるようになるといった、これからのＦＩＰの移行促進につながると

いう観点からも、つまり公平性だけでなくそういう移行促進の観点からも、一番下のところ

に書いてあるとおり運転開始年度を問わず対象とする、この方針が望ましいと思うので、結

論としては賛成します。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして岩船委員、お願いできますか。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。 

 全体としては特段異存はございません。バランシングコストの増額を少し、１円プラスっ

てなかなか大きいなと思って見たんですけれども、出力制御順の変更による国民負担抑制

分の 19億円の範囲ということで、そこに向かってそれ以上には増えない、インセンティブ

が膨らみ過ぎないような設計にもなっているかと思いますので、これでお進めいただけれ

ばと思いました。 

 最後の初期投資支援の 39ページですかね、これも、ちょっとこれは決まってからの動き

が早いなという印象があって、もう少し何か弊害がないかというのは少し検討してもいい

ような気もしているんですけれども、もし実施するとすれば 25年度が谷になるというのは
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やっぱり避けなければならないので、このやり方でいいのではないかと思います。 

 あと最後の米ですね。高いところから運転開始期間が遅れた場合には、そこが短縮される

というルールも早くに運転開始をする動機になっていいかなとは思ったんですが、これは

ただ何かちょっと、もしやろうと思っている事業者が何らかのトラブルで始められないよ

うなときとかに、高いところを取り損ねて結果として、何ていいますかね、きちんともらえ

なくなる、ＦＩＴの恩恵が受けられなくなるようなことは問題ないんだろうかというのが

少し気になった点です。高いところ、わざと遅らせるとか運転開始期間をきちんと遵守しな

い、何ですかね、わざとやっているような場合というのは、そういうのがなくなっていい話

だと思うんですけども、何らか事情があって運転開始期間を超過するような場合には、もし

かしたら何らか配慮が必要なのかなと思いました。その点だけ少し懸念でした。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして大石委員、お願いできますか。 

○大石委員 

 大石です。 

 方向性としては今回のご提案についても賛成です。幾つかコメントさせていただきます。 

 まず解体費用積立については、今回の決定で異存はないのですが、最後の論点、初期投資

支援スキーム、こちらを今後取り入れていくということで、既に委員会の中でお話しいただ

いていますけれども、初期投資支援スキームの適用があった場合であっても適切に積立て

が行われるような制度設計を、ぜひお願いしたいなと思いました。 

 それからバランシングコストについて、今岩船委員からもありましたように、17 ページ

のところ、全体としては出力制御の順番を変えてＦＩＰを優先することで費用が浮くとい

いますか、出てくる資金の中で支援をしていくということで、これ自体は国民負担を抑える

意味がありますので今回の方向性には賛成ですが、そもそも自然変動電源、太陽光も含めて、

これが世の中に増えていくと、結局統合コストが増えて費用がかかってしまう、というふう

な話も聞きます。再エネを主力電源にしていく上では、そういう統合コストができるだけか

からない環境整備というのが必要になるので、今回の制度と直接関わるわけではないです

が、そもそも出力制御が必要ないような環境整備を考えていくことによって、このバランシ

ングコストそのものを抑えることができると考えます。中での調整というよりも変動、自然

変動電源が入ってきても、例えば蓄電池ですとか揚水ですとかそういうものとの組合せで、

出力制御が必要ないような環境整備というのがまずは必要ではないかなと思いました。 

 それから、34 ページの地熱ですね。これも大変期待の大きな再エネでありながら、なか

なか入ってこないということで、いろいろな疑問の声も聞きます。今回まとめていただいた

ように、ＪＯＧＭＥＣが先進的に調査をしていくことによって、地熱が今後増えていくこと

が大変期待されますので、なかなか難しい面もあると思いますけれども、ぜひこの点につい
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ては積極的に進めてほしいと思いました。 

 コメントになりますけれども、以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、松村委員、お願いできますか。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○秋元委員長 

 はい、聞こえています。 

○松村委員 

 ほかの委員と同様に、事務局の提案全て合理的だと思います。支持します。 

 コメントだけです。スライド 16のところで、１円増加させるという提案が出てきました。

それで、もうもともとが既定方針として決まっていたのは、国民負担を抑制するということ

で、一定の利益の範囲内で還元するということがちゃんと守られた提案だと思います。 

 その上で将来のことは分からないというのは、そもそも単価に換算すると幾らになるの

かというのは将来変わってくるということだと思いますので、将来のことを決められない

ということはあるかと思いますが、一方でこれがあんまり急激にすぐに下がるということ

になると、事業者の予見可能性というか著しく損なうというか、これがあることで後押しさ

れてスイッチしたら、すぐに物すごく減っちゃったなどということにならないように、この

範囲でこの利益というのは一定程度以上ある間は、サポートしていくということが続くと

いいなというふうに思っています。 

 次に、スライド 25です。この点は全くもっともだと思いますが、ＦＩＰに移行したらＪ

ＥＰＸに売らなきゃいけないということではなく、ＪＥＰＸ以外に引取り手がないという

ことではない。相対契約も含めて自然に、特に環境性能に優れたものであれば引取り手は出

てくると思います。したがって、この議論は合理的な議論ではあるけれど、今後いろんなと

ころでＪＥＰＸで売れることが必要条件だと取られるととても困るので、今回の議論は尤

もだと思いますが、これは必要条件という意味ではないこと、もちろん事務局の説明からも

当然そうだと思うのですが、念のために確認するために発言させていただきました。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、秋元からも委員として一言だけ発言させていただきたいと思います。 

 私も全体として、事務局のご提案について全て賛成でございます。 

 その上で１点だけ、松村委員がおっしゃったことと一緒なんですけども、16 ページ目の

バランシングコストで、今回のこの提案、１円ということで将来に関してはそこから逆算し

てくるので分からないということなんですけども、若干予見性という部分で、事業者の予見
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性が立ちにくいというところに関しては、少しこのやり方で仕方がないというふうには思

ったものの、若干急激に下がるというようなことが予想されたりすると、利用者の予見性が

立ちにくくて、思った効果が出にくくなるかなという気もしますので、期待感としてはある

程度急激に下がらないというような、何か少し予見があったほうがいいかなと思いつつも、

ただ国民負担の抑制ということも重要ですので、そういうちょっと悩みを持ってここを聞

いたというところでございます。ただ、ご提案に関しては賛成したいと思います。 

 以上でございます。 

 それでは、委員からはほとんどあまりなかったかと思いますが、若干コメント、ご質問が

あったかもしれませんので、事務局からご回答いただきたく思います。よろしくお願いしま

す。 

○日暮課長 

 事務局です。 

 コメントありがとうございます。幾つかいただきました。 

 まずバランシングコストについて、安藤委員から過去に認定を受けたＦＩＰ案件につい

ても対象としていくという点についての説明の仕方について、公平性ということだけでは

なくて、ＦＩＰに安心して早く移行していくという観点にも着目をした説明があり得るの

ではないかというご指摘をいただきました。ありがとうございます。この点はご指摘を踏ま

えて、少し表現ぶりを含めて検討したいと考えてございます。 

 松村委員、秋元委員から、バランシングコストの水準についての予見可能性についてコメ

ントいただきました。国民負担を全体として抑制していくという中で、今般１円/kWh とい

う水準としながら、将来水準については十分な形で今回お示しができておりませんが、国民

負担抑制という観点から、どうした形で予見可能性にも工夫しながらＦＩＰへの移行やＦ

ＩＰへの認定ということ、事業者の皆様の予見可能性を高めていけるか、工夫を少し考えて

みたいと考えてございます。 

 またバイオマスについて、ＪＥＰＸの活用についてそれが必要条件となるというような

誤解は生じさせるべきではないのではないかというご指摘をいただきました。そのとおり

だと考えてございます。各電源の実態であったり、あるいは事業の予見可能性ということを

踏まえながら、幅広いバイオマスの電源について、2027 年度からＦＩＰ制度のみというこ

ととしながら、ごみ処理焼却施設などに使用する燃料を使う事業者の皆様には、一定の例外

措置を設けているというところでありますが、今後もＪＥＰＸだけではなくて相対取引も

当然あるという前提の中で、当該電源の実態も踏まえながら引き続きの検討ということは

行っていきたいと考えてございます。 

 初期投資支援スキームについてのコメントもいただきました。まず大石委員からいただ

いた点について、改めてでありますけれども今年度の支援価格という点は、廃棄等積立額よ

りも大きくなりますので、初期投資支援スキームであったとしても適切に廃棄等の積立て

がなされる設計としてございます。この点については引き続き維持をしていきたいと考え
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てございます。 

 また、岩船委員から運転開始期間との関係について、運転開始期間の期限を超過した場合

について、高い価格からその買取り期間が減少していくという点について、一定のご懸念も

いただきました。ありがとうございます。事業用太陽光については、３年間という運転開始

期間を設けております。認定を受けてから、認定というのは運転開始の準備が整った段階で

認定を取得をしていただいて、すぐに運転開始に移っていただくということが基本的な考

え方でありますが、事業者の皆様として十分な運転開始期間ということを各電源ごとに設

定をしているという考え方でございます。 

 この屋根設置型の太陽光の実態を踏まえますと、今認定を取得してから運転開始に至る

まで３年間ということについては様々な不測の事態が起きても一定対応できる期間ではな

いかというふうに考えてございます。こうした点を踏まえて、引き続き３年間ということを

踏まえながら、運転開始が遅れるような場合については高い価格から買取り期間を減少さ

せていくという措置で妥当ではではないかというふうに考えてございます。 

 最後に、大石委員からバランシングコストの議論と別に、統合コストを減少させていく、

そもそも出力制御が抑止されるような環境整備を進めていくべきではないかというご指摘

をいただきました。そのとおりだと考えてございます。 

 今回の屋根設置型についても、基本的には需給近接型で自家消費を促していくというこ

とが、まさに再エネの拡大と統合コストを抑止していくという観点からも非常に重要な考

え方だというふうに制度を設計してございます。 

 その他、出力制御への対応のパッケージを着実に進めていくということ、蓄電池の設置な

ど他の関係審議会との連携にもなりますけれども、資源エネルギー庁全体とし適切に取り

組んでいきたいと考えてございます。 

 事務局からは以上です。 

○秋元委員長 

 ご回答ありがとうございました。 

 追加でご意見、もしくはご質問がございましたらご発言いただければと思いますが、いか

がでしょうか。よろしゅうございますか。 

○岩船委員 

 すみません、岩船です。 

○秋元委員長 

 岩船委員、どうぞ。 

○岩船委員 

 この初期支援スキームの件ですが、やはり私は今お話がありましたけれども、昼間の自家

消費が、特に最初の４年は高い価格の時間に自家消費を進めないインセンティブになると

いうことを一番懸念しているんですけれども、一応基本的な 30円等の一般的な価格とは比

較していただいていると思うんですけれども、各社さんの夜間電力の料金と比べて、この今
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回想定するたしか 24円だったと思うんですけども、その水準と今どうなっているか、それ

の逆転が起こらないかみたいなところは少し調べて、情報として提示していただきたいと

思いました。 

 以上です。 

○秋元委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、今の点について事務局から何かコメントがあればお願いします。 

○日暮課長 

 事務局です。 

 ご指摘を承りました。状況をよく整理しながら、またこの本審議会においてご報告させて

いただければと思います。 

○秋元委員長 

 ありがとうございます。 

 ほか、よろしいですか。 

 それでは、ご議論いただきましてありがとうございました。 

 それではこちらの残る論点についても、少し今日の議論を整理しておきたいというふう

に思います。 

 まず、2026年度の事業用太陽光発電の解体等積立基準額については、2025年度と同様に

設定し、今後特段の事情変更がなければ同様の設定方法に基づき設定する方針ということ

で、異論がなかったというふうに理解しております。 

 続きまして 2025年度のバランシングコストについてでございますけども、電力市場価格

に応じた供給シフトを含め、再エネの電力市場統合に向けた高度な取組が円滑に実施され

るよう事業環境整備を行う観点から、出力制御順を変更した場合における国民負担の抑制

効果の範囲内での支援ということで、追加的に１円／ｋＷｈを交付するということで、こち

らも異論なかったというふうに思います。 

 将来のところの不確実性については、少し配慮の可能性があるんじゃないかというコメ

ントはあったと思いますが、25年度については異論がないということだったと思います。 

 では、続きまして太陽光発電については、ＦＩＰ認定の状況やアグリゲーターの動向等を

踏まえつつ、既に事業組成を始めている案件への配慮という観点から、2025 年度について

は 250ｋＷ以上を維持し、2026 年度は 50ｋＷ以上をＦＩＰ制度のみ認められる対象とする

ということ、そしてバイオマス発電については、業界団体からのご意見も踏まえて１年間の

猶予期間を追加で設けて、2027年度の新規認定分から 50ｋＷ以上をＦＩＰ制度のみ認めら

れる対象とするということで、ご異論はこちらもなかったというふうに理解しております。 

 続きまして、価格調整スキームの物価変動率の上限は、一律に 40％に設定するのではな

く、公募のたびに本委員会において上限価格と併せて上限の水準について審議するという
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ことでご提案があり、こちらも異論なしということだと理解しております。 

 続きまして地熱発電でございますけれども、地熱開発加速パッケージによるリスク低減

の度合い等についての情報収集を関係審議会等に対して要請し、2027 年度のＩＲＲの取扱

いについては、来年度以降の本委員会で決定することについて、こちらも異論がなかったと

いうふうに思います。 

 最後でございますが、初期投資支援スキームの適用開始時期については、事業の予見性を

確保する観点から、2025年 10月の開始とすることについて異論がなかったと思います。 

 岩船委員からは価格の状況について、情報提供をということでございましたので、そちら

は事務局はまたご対応いただけるということであったと思います。 

 以上でございますが、何か追加でご発言等ございますでしょうか。よろしゅうございます

か。 

 それでは、今日の議論は以上でございまして、本日も大変ご熱心にご議論いただきまして

ありがとうございました。 

 以上で本日の議事は終了となります。 

 最後に事務局より、次回の開催について一言お願いいたします。 

 

４．閉会 

 

○日暮課長 

 秋元委員長、ありがとうございます。 

 次回の委員会について、日程が近づきましたら、経産省ホームページによりお知らせいた

します。 

○秋元委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして第 101回調達価格等算定委員会を閉会いたします。ありがと

うございました。 

 


